
  

転院搬送の要請に関する手引き 
 

                         比企広域消防本部 

 

背 景 

 消防機関による救急搬送件数は、高齢化の進展等により増加傾向にあります。

平成 27 年度救急業務のあり方に関する検討会（総務省消防庁、厚生労働省）で 

は、限りある搬送資源（救急車）を緊急性の高い事案に優先して投入するため、 

転院搬送に係る救急車の適正利用についても検討されています。 

これを踏まえて当消防本部では、埼玉県西部第二地域ﾒﾃﾞｨｶﾙｺﾝﾄﾛｰﾙ協議会の転

院搬送実施要領を基に、消防機関が行う救急業務としての転院搬送に関する手引

きを作成しましたので、活用いただくとともに、緊急性の高い傷病者に優先的に

搬送資源（救急車）を投入できるよう、御協力をお願いいたします。 

 

確  認  事  項 

1 転院搬送の要件 

以下の①及び②に該当し、③の搬送手段が活用できない場合

に、救急業務としての転院搬送の対象となります。 

① 緊急に手術・処置等が必要であること。 

② 高度・専門医療が必要であること。 

③ 医療機関が所有する患者等搬送車(病院救急車を含む)、 

民間の患者等搬送事業者※などの他の搬送手段が活用でき 

ない場合。 

※比企広域消防本部認定 患者等搬送事業者一覧（参考１） 

2 転院先医療機関の確保 

転院搬送先医療機関の確保を事前にお願いします。 

① 要請元医療機関が搬送先の医療機関から受入れの了解を 

受けておくこと。ただし、緊急性が高い場合等については、

救急隊の協力を得て選定することができる。 

② 搬送先医療機関は、本来の救急業務に支障のないよう、 

搬送所要時間や距離等を考慮して選定すること。 

3 医師又は看護師の同乗 

原則として、要請元医療機関の医師又は看護師等の同乗が必

要です。ただし、同乗できない場合は、救急隊のみで搬送する

ことについて要請医療機関が患者、家族等に説明し了解を得て

ください。 

4 転院搬送依頼書 

転院搬送依頼書(別紙様式)※に必要事項を記載し、到着した救

急隊に渡してください。なお、傷病者の緊急性が高く処置が中

断できない等の理由により記載ができない場合は、救急隊が必

要な内容を聞取り、代行記載しますので、記載後、担当医師の

署名をお願いします。 

※転院搬送依頼書（別紙様式）は、比企広域消防本部のホーム 

ページから印刷できます。 

5 その他 
救急隊から依頼者に必要な情報確認及び追加情報等を求める

ことがあります。 

6 要請手順 
「転院搬送の要請手順」（裏面）を参考にして、転院搬送業務に

ご協力をお願いします。 

【問合せ】比企広域消防本部 警防課 電話：0493-23-2267（平日 8:30～17:15） 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

転院搬送の要請手順 

以下の項目に該当していますか。 
① 緊急に処置等が必要です。 
② 高度・専門医療等が必要です。

かつ、他の搬送手段が活用不可。 

○ 医療機関の患者搬送車、 

民間の患者等搬送事業者 

など他の手段の活用をお 

願いいたします。 

※参考１参照 

次のことが確認できましたか。 
○ 転院先医療機関の確保。 
○ 同乗医師又は看護師の確保。 

○ 転院先医療機関を早急

に確保し、転院搬送の要 

請をしてください。 

ただし、緊急性が高い 

場合等については、救急

隊の協力を得て選定す

ることもできます。 

○ 救急隊が到着するまで 

に同乗する医師又は看護 

師等を確保しておいてく 

ださい。 

いいえ 

いいえ 

はい 

はい 

救急業務としての転院搬送に該当します。 
○ 要請の電話番号は １１９ です。 

確保 

救急車が到着するまでに次のことを行ってください。 
○ 転院搬送依頼書(別紙様式)に必要事項を記載。 
○ 速やかな転院搬送のための事前準備。 

救急車が到着した後、次のことを行ってください。 
○ 到着した救急隊に、記載した転院搬送依頼書を 

    渡すとともに必要な申し送りを行ってください。 

【転院搬送の基準を満たさないと考えられる事例】 

○ 検査目的 

   高齢者施設内で発熱したため、施設の車で医院を受診、状態は安定していたが精密検 

査が必要なため、関連医療機関へ救急車で転院搬送となった。 

 ○ 緊急性がない 

   病院での治療が終わり、症状が安定したことにより、リハビリによる療養が必要とな 

ったため、リハビリ専門医療機関へ救急車で転院搬送となった。 

【転院搬送時の注意事項】 

 ○ 救急自動車に同乗した医師等については、傷病者搬送後、引き続き同乗しての帰院す 

ることが可能です。ただし、救急隊が他の救急業務に対応する必要がある場合について 

は、その都度、救急隊と医師等が調整の上、判断することがあります。 

   救急車に同乗し帰院できない場合の準備をお願いします。 

 ○ 転院搬送理由等に関し、後日、問合せさせていただく場合があります。 

 ○ 転院搬送依頼書は、消防本部で保管し事後検証等に活用させていただきます。 

転院先に到着した後、次のことを行ってください。 
○ 搬送中の継続治療及び容態管理並びに搬送先への 
引継は、医師又は看護師等が行ってください。 

指令課員が以下の項目な

どを確認します。 

 

□要請医療機関名称 

□住所 

□電話番号 

□通報者の氏名 

□患者の性別・年齢 

□病名 

□現在の処置内容 

□転院先医療機関 

□隊員に依頼する処置 

□同乗予定人数・職種 

□その他・特異事項 

救急隊が次の確認を行います。 
○ 転院先医療機関に受入れの確認を行った後に搬送を 
開始します。 


